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都市計画道路 
都市計画道路は、 1.都市機能の確保、 2.地域環境の保全、 3.都市防災の強化、 4.

都市空間の確保、の４つの基本目標の下に、計画決定されています。  

 

○都市計画道路の種別 
 都市計画道路はそれぞれの目的により、自動車専用道路、幹線街路、区画街路、特殊街路などに

分けられます。 

・自動車専用道路：専ら自動車の交通の用に供する道路 

・幹 線 街 路：都市内におけるまとまった交通を受け持つとともに都市の骨格を形成する道路 

・区 画 街 路：地区における宅地の利用に供するための道路 

・特 殊 街 路：専ら歩行者、自転車の交通の用に要する道路等 

 

○都市計画道路一覧 
（ア）都市高速道路（自動車専用道路） 

決定年月日 

告 示 番 号 

名 称 位 置 （ 板 橋 区 内 ）                      
延 長 

構 造 変 更 年 月 日  

告 示 番 号 

変 更 内 容 番号 路線名 起  点 終 点 主な経過地 幅員 構造形式 

昭34. 8.18 

建設省告示 

第 1 5 3 3号 

高５ 都市高 

速道路 

第５号 

線 

 新河岸三丁目 

（埼玉県境） 

 熊野町 

  
 (※)熊野町

～豊島区高

松一丁目の

の区間（中

央環状新宿

線方面）も

都市高速道

路第５号線

の一部であ

る 

中台三丁目 

泉町 

板橋二丁目 

 11,110 18 嵩上式 

出入口 

11箇所 

昭43.9.12 建設省告示 第2649号 

起点、延長及び幅員の変更（豊

島区池袋四丁目から新河岸町）

昭46.11.5 東京都告示 第1209

号 起点部町名変更（新河岸町

→新河岸三丁目） 

昭61.3.17 東京都告示 第271号

都市高速道路第５号線のうち仲

宿、板橋一丁目、板橋二丁目、

板橋三丁目及び板橋四丁目各地

内を削除し、都市高速道路王子

線に追加 

平5.2.1 東京都告示 第103号

一部幅員の変更（中丸町） 

平20.3.7 東京都告示 第274号

一部区域の変更(熊野町、大山

金井町、板橋二丁目、大山東

町)、車線の数の決定 

昭61. 3.17 

東京都告示 

第 2 7 1 号 

高14 都市高 

速道路 

王子線 

板橋二丁目 板橋一丁目    1,380 18.4 嵩上式 

出口のみ

１箇所 

 

合 計 ２路線 延長 12,490 ｍ 

 

 

（イ）放射線街路（幹線街路） 

決定年月日 

告 示 番 号 

 名 称 位    置 （板 橋 区 内） 
 延 長 

幅 員 

(車線数) 

変 更 年 月 日  

告 示 番 号 

変 更 内 容  番 号 起 点 終 点   主な経過地 

昭21. 3.26 

戦災復興院 

告示第3号 

８ 

 

ただし 

 熊野町 

 

 熊野町 

成増二丁目 

 埼玉県界 

 熊野町 

東 山 町 

 

 

6,700 

 

   40 

  25 

 

  40 

 

昭21. 3.26 

戦災復興院 

告示第3号 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

 

ただし 

 

 

 

 

 

なお 

 

板橋一丁目 

  

坂下一丁目 

坂下三丁目 

舟渡三丁目 

 

舟渡三丁目 

 

支線１ 

板橋二丁目 

舟渡三丁目 

埼玉県界 

坂下二丁目 

舟渡三丁目 

舟渡三丁目 

 

舟渡三丁目 

  

板橋二丁目 

大 和 町 

 

 

 

 

 

7,320 

 

  690 

  930 

  370 

 

  440 

 

 290 

 

  40 

 

  30 

  25 

88.60～ 

 27.90 

  21 

 

36～30 

 

 

 

 

 

 

 

昭51.7.30 東京都告示 

第695号 

 昭43.9.12 建設省告示 

第2650号 支線の追加 
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決定年月日 

告 示 番 号 

 名 称 位    置 （板 橋 区 内） 
 延 長 

幅 員 

(車線数) 

変 更 年 月 日  

告 示 番 号 

変 更 内 容  番 号 起 点 終 点   主な経過地 

昭40. 6. 7 

建設省告示 

第 1 4 5 5号 

 

 

 

 

 

35 

 

ただし 

 

 

 

なお 

 

 徳丸四丁目 

 

 徳丸四丁目 

 

 赤塚八丁目 

 

 支線1 

 三園二丁目 

 新河岸三丁目 

 埼玉県界 

 徳丸四丁目 

 

 新河岸三丁目 

 

 

 三園二丁目 

 

3,520 

 

  340 

 

1,430 

 

 

  350 

  36 

 

※44～ 

  40.3 

68.25 

  ～36 

 

  15 

 

 

昭54.3.29 東京都告示 

 第385号一部幅員の変更 

 

 

 

 

昭41. 7.30 

建設省告示 

第 2 4 2 8号 

36 

 

 

 向原一丁目 

 

 

 小茂根四丁目 

 

 

 

  870 

 

 

  40 

 

 

 

合 計  ４路線 延長 18,410 ｍ    支線２路線 延長 640 ｍ 

※ 東上線跨線橋幅員 36.8ｍ 

 

 

（ウ）環状線街路（幹線街路） 

決定年月日 

告 示 番 号 

名 称 位    置 （板 橋 区 内） 
延 長 

幅 員 

(車線数) 

変 更 年 月 日  

告 示 番 号 

変 更 内 容 番 号 起 点 終 点 主な経過地 

昭21. 3.26 

戦災復興院 

告示第3号 

６  南町  氷川町 熊 野 町   2,000      40  

昭21. 3.26 

戦災復興院 

告示第 3号 

７ 

 

 ただし 

 小茂根四丁目 

 

 東山町 

南常盤台一丁目 

 大和町 

 清水町 

 稲荷台 

 

南常盤台一丁目 

 常盤台一丁目 

 本町 

 稲荷台 

大 和 町 

 

  4,200 

 

   480 

   290 

   450 

   170 

   25 

 

   33 

   26 

   33 

   33 

 

昭21. 3.26 

戦災復興院 

告示第3号 

８ 

 

  

 

ただし 

 西台四丁目 

 

  

 

西台四丁目 

 若木一丁目 

 若木二丁目 

 若木三丁目 

 坂下一丁目 

 小豆沢四丁目 

 

  

 

西台四丁目 

 若木二丁目 

 若木三丁目 

 相生町 

 東坂下一丁目 

相 生 町          

 

  3,800 

 

     

 

100 

   270 

   590 

   470 

   480 

   25 

 

 ４路線 

 

26 

   33 

   29 

   33 

   33 

 平4.12.15 東京都告示 

 第1362号一部幅員の変更 

平20.3.7 東京都告示 

第276号車線数の決定 

合 計  ３路線 延長 10,000 ｍ 

 

 

（エ）補助線街路（幹線街路） 

決定年月日 

告 示 番 号 

名 称 位    置 （板 橋 区 内） 
延 長 

幅 員 

(車線数) 

変 更 年 月 日  

告 示 番 号 

変 更 内 容 番 号 起 点 終 点 主な経過地 

昭21. 4.25 

戦災復興院 

告示第15号 

   26  大谷口一丁目  氷川町 大 山 町   2,400      20 

(2車線) 

 平15.1.31 東京都告示 

 第85号 車線数の決定 

昭21. 4.25 

戦災復興院 

告示第15号 

  73 

 ただし 

 板橋二丁目 

 板橋二丁目 

 加賀一丁目 

 板橋一丁目 

板橋四丁目    1,150 

   230 

   20 

 ※ 26 

(2車線) 

平15.8.15 東京都告示 

 第958号 車線数の決定 

昭21. 4.25 

戦災復興院 

告示第15号 

  82  大山金井町  大山金井町     130      15  
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決定年月日 

告 示 番 号 

名 称 位    置 （板 橋 区 内） 
延 長 

幅 員 

(車線数) 

変 更 年 月 日  

告 示 番 号 

変 更 内 容 番 号 起 点 終 点 主な経過地 

昭21. 4.25 

戦災復興院 

告示第15号 

  84  加賀一丁目  加賀二丁目    1,040      18  

昭21. 4.25 

戦災復興院 

告示第15号 

  86 

 ただし 

 東新町一丁目 

 常盤台三丁目 

 小豆沢一丁目 

 志村一丁目 

 前野町六丁目 

 

  2,970 

  1,790 

     20 

     16 

 

昭39. 2. 7 

建設省告示 

第 1 4 8 号 

  87  仲宿  稲荷台     930     18  

昭41. 7.30 

建設省告示 

第 2 4 2 8号 

  133 赤塚新町一丁目  赤塚六丁目    1,170    15  

昭37. 7.26 

建設省告示 

第 1 7 7 4号 

  157 

 な お 

 舟渡一丁目  舟渡一丁目     630    16  昭59.11.19東京都告示 

 第1098号駅前広場の追加 北区浮間四丁目及び舟渡一丁目各地内に 

交通広場約 4,100㎡を設ける。 

昭39. 2. 7 

建設省告示 

第 1 4 8 号 

  173  南町  南町      25     18  

昭40. 6. 7 

建設省告示 

第 1 4 5 5号 

  201  高島平五丁目  前野町五丁目  高島平一丁目   4,050    40  昭58.3.31 東京都告示 

 第 346号 幅員の変更 

     (環境施設帯) 

昭40. 6. 7 

建設省告示 

第 1 4 5 5号 

  202 

 ただし 

 三園二丁目 

 三園二丁目 

 高島平五丁目 

 坂下三丁目 

 高島平五丁目 

 高島平五丁目 

 高島平一丁目   4,370 

    430 

   310 

   30 

 20～35 

 30～43 

 

 昭54.3.29 東京都告示 

 第385号  一部幅員の変更 

昭40. 6. 7 

建設省告示 

第 1 4 5 5号 

  203 

 ただし 

赤塚新町二丁目 

 徳丸八丁目 

 高島平二丁目 

 高島平二丁目 

 徳丸八丁目 

 高島平二丁目 

四葉二丁目    2,970 

   290 

   650 

   18 

   26 

   40 

 

昭40. 6. 7 

建設省告示 

第 1 4 5 5号 

  204 

 ただし 

 高島平一丁目 

 高島平一丁目 

 蓮根三丁目 

 舟渡三丁目 

 蓮根二丁目 

 舟渡四丁目 

舟渡四丁目    2,530 

    580 

   160 

   16 

   30 

  20.5 

 

 

 

昭41. 7.30 

建設省告示 

第 2 4 2 8号 

  234  桜川三丁目  桜川三丁目     280    16  

昭41. 7.30 

建設省告示 

第 2 4 2 8号 

 *238  常盤台二丁目  赤塚一丁目  上板橋三丁目   4,110      11  

昭41. 7.30 

建設省告示 

第 2 4 2 8号 

 *239 南常盤台一丁目  常盤台二丁目      940    11  

昭41. 7.30 

建設省告示 

第 2 4 2 8号 

  240 

 ただし 

 常盤台三丁目 

 清水町 

 清水町 

 清水町 

 前野町一丁目   2,210 

   340 

     16 

     15 

 

昭41. 7.30 

建設省告示 

第 2 4 2 8号 

 *241  本町  清水町      430     15  

昭41. 7.30 

建設省告示 

第 2 4 2 8号 

 *243  蓮沼町  蓮沼町     330      15  

昭41. 7.30 

建設省告示 

第 2 4 2 8号 

  244 

 ただし 

 上板橋二丁目 

 小豆沢三丁目 

 小豆沢二丁目 

 小豆沢二丁目 

 中台二丁目             3,640 

   820 

   16 

   15 

 

昭41. 7.30 

建設省告示 

第 2 4 2 8号 

 *245  小豆沢一丁目  小豆沢四丁目  小豆沢二丁目    950    15  

昭41. 7.30 

建設省告示 

第 2 4 2 8号 

 *247  西台四丁目  西台二丁目  西台三丁目             1,490    11  
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決定年月日 

告 示 番 号 

名 称 位    置 （板 橋 区 内） 
延 長 

幅 員 

(車線数) 

変 更 年 月 日  

告 示 番 号 

変 更 内 容 番 号 起 点 終 点 主な経過地 

昭41. 7.30 

建設省告示 

第 2 4 2 8号 

  248  徳丸二丁目  徳丸七丁目  徳丸六丁目             1,470    18  

昭41. 7.30 

建設省告示 

第 2 4 2 8号 

 *249  赤塚七丁目  西台一丁目  徳丸三丁目             2,650    15 平4.12.15 板橋区告示 

第656号 終点位置、延

長、一部幅員及び一部

線形の変更・支線１の

廃止 

昭42.12. 9 

建設省告示 

第 4 1 3 9号 

 *293  徳丸四丁目  四葉二丁目  徳丸五丁目             1,840    12 昭59.1.12 

 板橋区告示第７号 

 終点及び延長の変更 

昭54. 1.24 

東京都告示 

第 73 号 

  301 

 ただし 

赤塚新町三丁目 

 赤塚新町三丁目 

 赤塚新町三丁目 

 赤塚新町三丁目 

    420 

   350 

   20 

   36 

昭55.10.4 東京都告示 

 第1019号  幅員変更 

昭54. 1.24 

東京都告示 

第 73 号 

  302 赤塚新町三丁目  赤塚新町三丁目     260    20 昭55.10.4 東京都告示 

 第1019号 延長変更 

合 計 27路線 延長 45,385 m 

※ 東上線跨線橋幅員 18.5 ｍ 
「*」は区移管を表す。ただし補助 245号については北区へ移管されている。 

 

 

（オ）区画街路  

決定年月日 

告 示 番 号 

名     称 位 置 （ 板 橋 区 内 ）  
延 長 

幅 員 

(車線数) 

変更年月日 

告 示 番 号 

変 更 内 容 番  号 路 線 名 起  点 終  点 

昭55. 1.23 

板橋区告示 

第 7 号 

板区街１  板橋区画街路 

 第１号線 

 高島平二丁目  高島平二丁目    370 10～ 

30ｍ 

 

 なお、高島平八丁目地内に地積約 1,000㎡及

び 1,200㎡の交通広場２カ所を設ける。 

昭61. 3.15 

板橋区告示 

第 86 号 

板区街２  板橋区画街路 

 第２号線 

 赤塚三丁目  成増五丁目  1,380 11 

( ～ 13)

ｍ 

 

昭61. 8.12 

板橋区告示 

第 2 5 4 号 

板区街３  板橋区画街路 

 第３号線 

 成増二丁目  赤塚三丁目    720 11ｍ  

昭56. 2.10 

板橋区告示 

第 14 号 

板区街４  板橋区画街路 

 第４号線 

 三園一丁目  三園一丁目    480 11ｍ  

昭56. 2.10 

板橋区告示 

第 14 号 

板区街５  板橋区画街路 

 第５号線 

 東坂下一丁目  東坂下一丁目    120 12ｍ  

 

 

昭61. 8.12 

板橋区告示 

第 2 5 4 号 

板区街７  板橋区画街路 

 第７号線 

 成増三丁目  成増三丁目    220 12 

(～13)ｍ 

 

なお、成増二丁目及び三丁目各地内に約 

4,100㎡の交通広場を設ける。 

平16.11.15 

板橋区告示 

第 4 1 8 号 

板区街８  板橋区画街路 

 第８号線 

 上板橋一丁目 上板橋二丁目    210   16ｍ 

(2車線) 

 

なお、上板橋一丁目及び上板橋二丁目

各地内に約3,900㎡の交通広場を設ける。 

令元.12.20 

板橋区告示 

第 4 7 9 号 

板区街９  板橋区画街路 

 第９号線 

 大山東町 大山東町 20   16ｍ 

(2車線) 

  

なお、大山東町地内に約3,300㎡の交通広

場を設ける。 

合 計  ８路線 延長 3,520 ｍ 
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（カ）都市高速道路付属街路（区画街路）  

決定年月日 

告 示 番 号 

名 称 位 置 （ 板 橋 区 内 ）   
延 長 

幅 員 

(車線数) 

変 更 年 月 日  

告 示 番 号 

変 更 内 容 番号 路 線 名 起  点 終  点 主な経過地 

昭43. 9.12 
建設省告示 
第 2 6 5 1号 

高５ 

付１ 
都市高速道路

第５号線付属

街路第１号線 

 前野町五丁目  宮本町  大原町  1,910      6  昭58.3.31 東京都告示 
 第346号 幅員の変更 
    （環境施設帯） 

昭43. 9.12 
建設省告示 
第 2 6 5 1号 

高５ 

付２ 
都市高速道路

第５号線付属

街路第２号線 

 前野町五丁目  前野町四丁目    590    6  

昭43. 9.12 
建設省告示 
第 2 6 5 1号 

高５ 

付３ 
都市高速道路

第５号線付属

街路第３号線 

 前野町三丁目  泉町   1,110    6  

合 計 ３路線 延長 3,610 ｍ 

 

 

（キ）都市高速鉄道付属街路（区画街路）  

決定年月日 

告 示 番 号 

名     称 位 置 （ 板 橋 区 内 ）  
延 長 

幅 員 

(車線数) 

変更年月日 

告 示 番 号 

変 更 内 容 番  号 路 線 名 起  点 終  点 

令元.12.20 
板橋区告示 
第 4 7 8 号 

鉄東上付１  東武鉄道東上本線 

 付属街路第１号線 

 大山東町  大山東町     40 6ｍ  

令元.12.20 
板橋区告示 
第 4 7 8 号 

鉄東上付２  東武鉄道東上本線 

 付属街路第２号線 

 大山東町  大山東町     60 6ｍ  

令元.12.20 
板橋区告示 
第 4 7 8 号 

鉄東上付３  東武鉄道東上本線 

 付属街路第３号線 

 大山東町  大山金井町    110 6ｍ  

令元.12.20 
板橋区告示 
第 4 7 8 号 

鉄東上付４  東武鉄道東上本線 

 付属街路第４号線 

 大山金井町  大山金井町     90 6ｍ  

令元.12.20 
板橋区告示 
第 4 7 8 号 

鉄東上付５  東武鉄道東上本線 

 付属街路第５号線 

 大山金井町  大山金井町     40 6ｍ  

令元.12.20 
板橋区告示 
第 4 7 8 号 

鉄東上付６  東武鉄道東上本線 

 付属街路第６号線 

 大山町  大山町     80 4～17ｍ  

合 計  ６路線 延長 420 ｍ 

 

 

（ク）歩行者専用道（特殊街路）  

決定年月日 

告 示 番 号 

名 称 位 置 （ 板 橋 区 内 ）  
延 長 幅 員 

変更年月日 

告 示 番 号 

変 更 内 容 番 号 路 線 名 起  点 終  点 主な経過地 

昭55. 1.23 
板橋区告示 
第 7 号 

板歩１ 板橋歩行 

者道第１ 

号線 

 高島平二丁目  高島平三丁目     630   3～10  

合 計  １路線 延長 630 ｍ 
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（ケ）駅付近広場及び駅付近街路  

決定年月日 

告 示 番 号 
名    称 種類 

番 

号 
位置（板橋区内）  地 積 延 長 

幅 員 

(車線数) 

変 更 年 月 日  

告 示 番 号 

変 更 内 容 

昭24. 5.10 

建設省告示 

第 4 2 2 号 

 * 

 板橋駅付近 
広場 １ 板橋一丁目地内 3,950    

街路 

 

１ 

 

起点 板橋一丁目 

終点 板橋一丁目 
    380   12 

昭39.2.7 建設省告示 

第148号追加 

昭31. 2.16 

建設省告示 

第 2 8 0 号 

 

 * 

 成増駅付近 

広場 １  成増二丁目地内   2,620    

街路 

 

 

 

１ 

 

 起点 成増二丁目 

 終点 成増二丁目 

      80      15  

２ 

 

 起点 成増二丁目 

 終点 成増二丁目 

      70       8  

合 計  駅付近広場 ２か所 面積 6,570 ㎡  駅付近街路 ３路線 延長 530 ｍ 

「*」は区移管を表す。 

 


